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広島県大気汚染緊急時措置要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、オキシダント、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸

化炭素（以下「オキシダント等」という。）並びに硫黄酸化物に係る大気汚

染防止法（昭和 43 年法律第 97 号。以下「法」という。）第 23 条の規定に

基づく緊急時の措置、その他必要な事項について定めるものとする。 

 

 

 （協力体制） 

第２条 この要領の運用にあたっては、次の各号に定める者の協力を求め大

気汚染の防止を図るとともに、隣接する県及び市町と緊密な協調体制をと

り、県民への周知について報道機関の協力を求め、その他の関係行政機関

の協力を得て大気汚染及び被害発生の防止に実効があるよう努めるものと

する。 

（１） オキシダント等にあっては、工場・事業場において、ばい煙発生施

設からの全排出ガス量（湿り、最大量）を４万Ｎｍ３／ｈ以上排出する者

及びその他知事が必要と認める者（以下「オキシダント等関係ばい煙排出

者」という。）、法第２条第５項に定める揮発性有機化合物（以下「ＶＯＣ」

という。）排出施設を有する者（以下「オキシダント等関係ＶＯＣ排出者」

という。）及び自動車を運行する者。 

（２） 硫黄酸化物にあっては、工場・事業場において、ばい煙発生施設か

らの硫黄酸化物に係るばい煙量が 10Ｎｍ３／ｈを超えて排出する者及び

その他のばい煙排出者（広島県生活環境の保全等に関する条例（平成 15

年広島県条例第 35 号）に基づくばい煙関係特定施設を工場・事業場に設置

している者を含む。）のうち、知事が必要と認める者（以下「硫黄酸化物関

係ばい煙排出者」という。）。 

 

 （監視体制） 

第３条 緊急時の措置に係る大気の汚染状況の監視（以下「監視」という。）

は、広島県大気汚染監視テレメータシステム（以下「テレメータシステム」

という。）による監視によるものとする。 

２ 監視は、別表第１の第１欄に掲げる機関（以下「監視機関」という。）が

同表の第２欄に掲げる発令区域（以下「発令地区」という。）の中で知事の

定める場所（以下「測定場所」という。）で知事の定める項目（以下「監視
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（目的） 

第１条 この要領は、オキシダント、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸

化炭素（以下「オキシダント等」という。）並びに硫黄酸化物に係る大気

汚染防止法（昭和４３年法律第９７号。以下「法」という。）第２３条の

規定に基づく緊急時の措置、その他必要な事項について定めるものとす

る。 

 

 （協力体制） 

第２条 この要領の運用にあたっては、次の各号に定める者の協力を求め大

気汚染の防止を図るとともに、隣接する県及び市町と緊密な協調体制をと

り、県民への周知について報道機関の協力を求め、その他の関係行政機関

の協力を得て大気汚染及び被害発生の防止に実効があるよう努めるものと

する。 

（１） オキシダント等にあっては、工場・事業場において、ばい煙発生施

設からの全排出ガス量（湿り、最大量）を４万Ｎｍ３／ｈ以上排出する者

及びその他知事が必要と認める者（以下「オキシダント等関係ばい煙排出

者」という。）、法第２条第５項に定める揮発性有機化合物（以下「ＶＯＣ」

という。）排出施設を有する者（以下「オキシダント等関係ＶＯＣ排出者」

という。）及び自動車を運行する者。 

（２） 硫黄酸化物にあっては、工場・事業場において、ばい煙発生施設か

らの硫黄酸化物に係るばい煙量が１０Ｎｍ３／ｈを超えて排出する者及び

その他のばい煙排出者（広島県生活環境の保全等に関する条例（平成１５

年広島県条例第３５号）に基づくばい煙関係特定施設を工場・事業場に設

置している者を含む。）のうち、知事が必要と認める者（以下「硫黄酸化物

関係ばい煙排出者」という。）。 

 

 （監視体制） 

第３条 緊急時の措置に係る大気の汚染状況の監視（以下「監視」という。）

は、広島県大気汚染監視テレメータシステム（以下「テレメータシステム」

という。）による監視によるものとする。 

２ 監視は、別表第１の第１欄に掲げる機関（以下「監視機関」という。）

が同表の第２欄に掲げる発令区域（以下「発令地区」という。）の中で知

事の定める場所（以下「測定場所」という。）で知事の定める項目（以下
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項目」という。）について、同表の第３欄に掲げる関係行政機関の協力を得

て、大気汚染防止法施行規則（昭和 46 年厚生省・通産省令第１号）第 18

条に定める測定方法により行うものとする。 

３ 知事は、発令地区毎の大気汚染物質の濃度レベル、発生源からの排出状

況、その他大気汚染に係る状況を把握し、監視機関の意見を聞いたうえ、

測定場所及び監視項目を定め、又は必要に応じ測定場所、監視項目を適宜

見直すものとする。 

４ 知事は、測定場所及び監視項目を定め、又は見直しを行った場合は、監

視機関、関係行政機関及びその他の関係機関に通知するものとする。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （減少計画の届出） 

第４条 オキシダント等関係ばい煙排出者及びオキシダント等関係ＶＯＣ排

「監視項目」という。）について、同表の第３欄に掲げる関係行政機関の

協力を得て、大気汚染防止法施行規則（昭和４６年厚生省・通産省令第

１号）第１８条に定める測定方法により行うものとする。 

３ 知事は、発令地区毎の大気汚染物質の濃度レベル、発生源からの排出状

況、その他大気汚染に係る状況を把握し、監視機関の意見を聞いたうえ、

測定場所及び監視項目を定め、又は必要に応じ測定場所、監視項目を適宜

見直すものとする。 

４ 知事は、測定場所及び監視項目を定め、又は見直しを行った場合は、監

視機関、関係行政機関及びその他の関係機関に通知するものとする。 

 

 （大気汚染予報） 

第４条 知事は、発令地区に対し、オキシダント、硫黄酸化物及びその他必

要と認める監視項目について、別に定めるところにより、大気汚染予報を

行うものとする。 

２ 前項の規定に基づき、オキシダントに係る大気の汚染予報を行う場合に

おいて、Ａ型（オキシダント濃度の１時間値が０.１２ppm 以上）の予報を

行ったときは、被害発生の未然防止を図るため、次の措置を講ずるものと

する。 

（１） 報道機関に通報し、県民への周知を図ること。 

（２） 交通管制センターへ通報し、道路交通情報の一環として自動車の運

行の自主制限について協力を求めること。 

（３） 発令地区内のオキシダント等関係ばい煙排出者へ通報し、排出ガス

量又は窒素酸化物量（以下「排出ガス量等」という。）を１０％以上減

少（通常の排出ガス量等を基礎とし、その量から１０％以上減少した

状態をいう。）するように協力を求めること。 

（４） 発令地区内のオキシダント等関係ＶＯＣ排出者へ通報し、ＶＯＣの

排出量又は飛散の量の減少準備について協力を求めること。 

３ 第１項の規定に基づき、硫黄酸化物に係る大気の汚染予報を行う場合に

おいて、Ａ型（硫黄酸化物濃度の１時間値が０.１５ppm 以上）の予報を行

ったときは、被害発生の未然防止を図るため、発令地区内の硫黄酸化物関

係ばい煙排出者へ通報し、ばい煙量を１０％以上減少（通常のばい煙量を

基礎とし、その量から１０％以上減少した状態をいう。）するよう協力を求

める。 

 

 （減少計画の届出） 

第５条 オキシダント等関係ばい煙排出者及びオキシダント等関係ＶＯＣ排
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出者は、第５条第１項に規定する情報、注意報又は警報が発令された場合

に講ずべき排出ガス量等の減少のための措置に関する計画届出書（以下「オ

キシダント等緊急時における排出ガス量等減少計画届出書」という。）を別

記様式第１－１により、毎年３月 31 日までに知事に提出するものとする。 

２ ばい煙発生施設又はＶＯＣ発生施設の設置、休止、廃止あるいは構造等

の変更により、工場・事業場全体の排出ガス量等に変更があった場合、オ

キシダント等関係ばい煙排出者及びオキシダント等関係ＶＯＣ排出者は、

前項のオキシダント等緊急時における排出ガス量等減少計画届出書をその

都度提出するものとする。ただし、軽微な変更等、別に知事が定める場合

においては、この限りではない。 

３ 硫黄酸化物関係ばい煙排出者は、措置要領第５条第１項に規定する情報、

注意報、第１警報又は第２警報が発令されたときに講ずべき硫黄酸化物に

係るばい煙量の減少のための措置に関する計画（以下「緊急時におけるば

い煙量減少計画届出書」という。）を別記様式第１－２により知事に提出す

るものとする。 

４ ばい煙発生施設又はばい煙関係特定施設の設置、休止、廃止あるいは構

造等の変更により工場・事業場全体のばい煙量に変更があった場合、硫黄

酸化物関係ばい煙排出者は、前項の緊急時におけるばい煙量減少計画届出

書をその都度提出するものとする。ただし、軽微な変更等、知事が別に定

める場合においては、この限りではない。 

 

 （情報等の発令） 

第５条 知事は、別表第２の発令区分の欄に掲げる発令による大気の汚染状

態が、それぞれ同表の発令基準の欄に掲げる場合に該当し、かつ気象条件

からみて当該大気の汚染状態が継続すると認める場合は、同表の上欄に掲

げる発令区分に従い、情報、注意報、警報（硫黄酸化物にあっては、第１

警報、第２警報）（以下「情報等」という。）を発令するものとする。 

２ 情報等は、原則として別表第１の第２欄に掲げる発令地区に発令するも

のとする。ただし、当該地域の自然条件を考慮して、周辺の市町の区域を

加え又は当該市町の区域を区分して発令することが適当と認められるとき

は関係市町の長の意見を聴取し、その区域を定めて発令するものとする。 

 

 （情報等の解除） 

第６条 知事は、前条第１項の規定により情報等を発令した場合において、

当該大気の汚染状態が別表第２の解除基準の欄に掲げる場合に該当するか

又は気象条件からみて、その状態が悪化するおそれがないと認める場合は、

出者は、第６条第１項に規定する情報、注意報又は警報が発令された場合

に講ずべき排出ガス量等の減少のための措置に関する計画届出書（以下「オ

キシダント等緊急時における排出ガス量等減少計画届出書」という。）を別

記様式第１－１により、毎年３月３１日までに知事に提出するものとする。 

２ ばい煙発生施設又はＶＯＣ発生施設の設置、休止、廃止あるいは構造等

の変更により、工場・事業場全体の排出ガス量等に変更があった場合、オ

キシダント等関係ばい煙排出者及びオキシダント等関係ＶＯＣ排出者は、

前項のオキシダント等緊急時における排出ガス量等減少計画届出書をその

都度提出するものとする。ただし、軽微な変更等、別に知事が定める場合

においては、この限りではない。 

３ 硫黄酸化物関係ばい煙排出者は、措置要領第６条第１項に規定する情報、

注意報、第１警報又は第２警報が発令されたときに講ずべき硫黄酸化物に

係るばい煙量の減少のための措置に関する計画（以下「緊急時におけるば

い煙量減少計画届出書」という。）を別記様式第１－２により知事に提出す

るものとする。 

４ ばい煙発生施設又はばい煙関係特定施設の設置、休止、廃止あるいは構

造等の変更により工場・事業場全体のばい煙量に変更があった場合、硫黄

酸化物関係ばい煙排出者は、前項の緊急時におけるばい煙量減少計画届出

書をその都度提出するものとする。ただし、軽微な変更等、知事が別に定

める場合においては、この限りではない。 

 

 （情報等の発令） 

第６条 知事は、別表第２の発令区分の欄に掲げる発令による大気の汚染状

態が、それぞれ同表の発令基準の欄に掲げる場合に該当し、かつ気象条件

からみて当該大気の汚染状態が継続すると認める場合は、同表の上欄に掲

げる発令区分に従い、情報、注意報、警報（硫黄酸化物にあっては、第１

警報、第２警報）（以下「情報等」という。）を発令するものとする。 

２ 情報等は、原則として別表第１の第２欄に掲げる発令地区に発令するも

のとする。ただし、当該地域の自然条件を考慮して、周辺の市町の区域を

加え又は当該市町の区域を区分して発令することが適当と認められるとき

は関係市町の長の意見を聴取し、その区域を定めて発令するものとする。 

 

 （情報等の解除） 

第７条 知事は、前条第１項の規定により情報等を発令した場合において、

当該大気の汚染状態が別表第２の解除基準の欄に掲げる場合に該当するか

又は気象条件からみて、その状態が悪化するおそれがないと認める場合は、
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当該情報等を解除するものとする。 

 

 （発令及び解除の通報） 

第７条 知事は、情報等を発令又は解除した場合、別表第２の緊急時の措置

の欄に掲げる区分により次の者に対し、当該各号に掲げる方法により当該

事態を通報するものとする。 

（１）オキシダント等関係ばい煙排出者、オキシダント等関係ＶＯＣ排出者

又は硫黄酸化物関係ばい煙排出者に対しては、ファクシミリその他適当

な方法により伝達するものとする。 

（２） 県公安委員会 

県公安委員会に対しては、次の事項を明らかにして、環境県民局長

が電話により伝達するものとする。 

ア 警報発令基準を超える測定値を記録した測定場所、日時 

イ 警報発令地区 

ウ 当該大気汚染が自動車排出ガスに起因すると認める理由 

エ 当該大気汚染の状況が気象条件からみて継続すると認める理由 

（３） 関係機関 

別表第３－１及び別表第３－２に掲げるもののうち、第２列に掲げ

る機関に対しては、ファクシミリその他適当な方法により通報するも

のとする。 

（４） その他の機関等 

    別表第３－１及び別表第３－２に掲げるもののうち、前３号以外の

住民、学校、福祉施設等に対しては、前号の関係機関を通じ、同表の

通報経路にしたがって、電話、その他適当な方法により通報するもの

とする。 

 

 （緊急時の措置） 

第８条 第５条第１項の規定により情報等を発令した場合は、知事及び発令

地区を管轄する市町の長は、当該情報等に応じ、それぞれ別表第２の緊急

時の措置の欄に掲げる措置を講ずるものとする。 

２ 前項の規定により講じた措置の状況について、オキシダント等関係ばい

煙排出者については別記様式第２－１により、オキシダント等関係ＶＯＣ

排出者については別記様式第２－２により、硫黄酸化物関係ばい煙排出者

については別記様式第３により、それぞれ報告するものとする。 

 

 （緊急時の措置に関する特例） 

当該情報等を解除するものとする。 

 

 （発令及び解除の通報） 

第８条 知事は、情報等を発令又は解除した場合、別表第２の緊急時の措置

の欄に掲げる区分により次の者に対し、当該各号に掲げる方法により当該

事態を通報するものとする。 

（１）オキシダント等関係ばい煙排出者、オキシダント等関係ＶＯＣ排出者

又は硫黄酸化物関係ばい煙排出者に対しては、ファクシミリその他適当

な方法により伝達するものとする。 

（２） 県公安委員会 

県公安委員会に対しては、次の事項を明らかにして、環境県民局長

が電話により伝達するものとする。 

ア 警報発令基準を超える測定値を記録した測定場所、日時 

イ 警報発令地区 

ウ 当該大気汚染が自動車排出ガスに起因すると認める理由 

エ 当該大気汚染の状況が気象条件からみて継続すると認める理由 

（３） 関係機関 

別表第３－１及び別表第３－２に掲げるもののうち、第２列に掲げ

る機関に対しては、ファクシミリその他適当な方法により通報するも

のとする。 

（４） その他の機関等 

    別表第３－１及び別表第３－２に掲げるもののうち、前３号以外の

住民、学校、福祉施設等に対しては、前号の関係機関を通じ、同表の

通報経路にしたがって、電話、その他適当な方法により通報するもの

とする。 

 

 （緊急時の措置） 

第９条 第６条第１項の規定により情報等を発令した場合は、知事及び発令

地区を管轄する市町の長は、当該情報等に応じ、それぞれ別表第２の緊急

時の措置の欄に掲げる措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 （緊急時の措置に関する特例） 
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第９条 前条の規定は、当該発令地区の大気汚染に相当の影響を及ぼすと認

められる当該発令地区外のばい煙等排出者についても、気象条件等を勘案

して準用できるものとする。 

 

 （オキシダントによる被害発生時の措置） 

第 10 条  別表第４に掲げる健康被害等受付機関は、被害報告者からオキシ

ダントによる被害届出を受けたときは、直ちに別表第４の報告経路により

知事に報告するものとする。 

２ 前項の報告は、電話等での連絡の後、速やかに当該機関において、その

状況を別記様式第４又は別記様式第５（以下「被害報告書」という。）によ

り取りまとめて報告するものとする。 

 

 （資料の収集） 

第 11 条  オキシダント等及び硫黄酸化物による被害を未然に防止するた

め、その発生が予想される気象条件に関して広島地方気象台、隣接県等と

適宜連絡をとり、この要領に基づく所要の措置の適正な実施に資するもの

とする。 

 

 （オキシダントの特例） 

第12条 オキシダントに係る情報等の発令は４月１日から10月31日までの

間実施するものとする。ただし、この期間外においても注意報及び警報に

ついては発令するものとする。 

 

 （委任規定） 

第 13 条  この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な細則

は別に定めるものとする。 

 

   附 則 

 １ この要領は、昭和 63 年４月１日から施行する。 

 ２ 硫黄酸化物に係る常時監視及び緊急時の措置要領（昭和 48 年８月 20

日施行）及びオキシダント、二酸化窒素、一酸化炭素に係る常時監視及

び緊急時の措置要領（昭和 51 年４月１日施行）は、廃止する。 

          （削除）                    

                               

 

   附 則 

第 10 条 前条の規定は、当該発令地区の大気汚染に相当の影響を及ぼすと認

められる当該発令地区外のばい煙等排出者についても、気象条件等を勘案

して準用できるものとする。 

 

 （オキシダントによる被害発生時の措置） 

第 11 条 別表第４に掲げる健康被害等受付機関は、被害報告者からオキシダ

ントによる被害届出を受けたときは、直ちに別表第４の報告経路により知

事に報告するものとする。 

２ 前項の報告は、電話等での連絡の後、速やかに当該機関において、その

状況を別記様式第４又は別記様式第５（以下「被害報告書」という。）によ

り取りまとめて報告するものとする。 

 

 （資料の収集） 

第 12 条 オキシダント等及び硫黄酸化物による被害を未然に防止するため、

その発生が予想される気象条件に関して広島地方気象台、隣接県等と適宜

連絡をとり、この要領に基づく所要の措置の適正な実施に資するものとす

る。 

 

 （オキシダントの特例） 

第 13 条 オキシダントに係る情報等の発令は４月１日から１０月３１日ま

での間実施するものとする。ただし、この期間外においても注意報及び警

報については発令するものとする。 

 

 （委任規定） 

第 14 条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な細則は

別に定めるものとする。 

 

   附 則 

 １ この要領は、昭和６３年４月１日から施行する。 

 ２ 硫黄酸化物に係る常時監視及び緊急時の措置要領（昭和４８年８月 

２０日施行）及びオキシダント、二酸化窒素、一酸化炭素に係る常時監

視及び緊急時の措置要領（昭和５１年４月１日施行）は、廃止する。 

 ３ 大気汚染予報による汚染物質削減実施要領（昭和５０年６月１日施行）

は、この要領の第４条の規定に基づき定めたものとみなす。 

 

   附 則 



新 旧 

 この要領は、平成４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 10 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 12 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 13 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 14 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 15 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 16 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 17 年４月 25 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 18 年４月６日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１７年４月２５日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月６日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 



新 旧 

 この要領は、平成 19 年７月９日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 20 年４月 25 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年１月 14 日から施行する。 

    

   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成１９年７月９日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月２５日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年１月１４日から施行する。 

    

   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 



新 旧 

 この要領は、令和５年５月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１ （略、修正なし） 

別表第２ （略、修正なし） 

別表第３－１ （略、修正なし） 

別表第３－２ （略、修正なし） 

別表第４ （略、修正なし） 

別表第５ （略、修正なし） 

 

様式第１－１ 

  広島県大気汚染緊急時措置要領第４条第１項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

様式第１－２ 

広島県大気汚染緊急時措置要領第４条第３項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

（第８条第２項関係）」 

様式第２－１【ばい煙】 

 

（第８条第２項関係） 

様式第２－２【ＶＯＣ】 

 

（第８条第２項関係） 

様式第３ 

 

（第 10 条関係） 

様式第４ 

 

（第 10 条関係） 

様式第５ 

 

 この要領は、令和５年５月１日から施行する。 

 

      

                      

 

別表第１ （略、修正なし） 

別表第２ （略、修正なし） 

別表第３－１ （略、修正なし） 

別表第３－２ （略、修正なし） 

別表第４ （略、修正なし） 

別表第５ （略、修正なし） 

 

様式第１－１ 

  広島県大気汚染緊急時措置要領第５条第１項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

様式第１－２ 

広島県大気汚染緊急時措置要領第５条第３項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

          

様式第２【ばい煙】 

 

          

様式第２【ＶＯＣ】 

 

          

様式第３ 
 

          

様式第４ 
 

          

様式第５ 

  


